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ケアプランの作成から介護報酬の算定・請求まで，
在宅サービス提供の流れに沿ってやさしく解説
●介護保険の在宅サービスに携わる方々に向けて，わかりやすさを目指して編集しています。

●制度の意味を丁寧に説明，コンプライアンス（法令遵守）の意識も身につきます。

●定番の「介護報酬の解釈」をもっと有効に使いこなすためにも役立つ一冊です。

Ⅱ　ケアマネジメント
⑴在宅の要介護者に対するケアマネジメント
⑵要支援者に対するケアマネジメント

Ⅰ　介護保険のしくみ
⑴「介護を社会で支えあう」制度の骨格
⑵サービスをうけるには認定が必要
⑶サービス提供にあたってのケアマネジメント
⑷基準にもとづくサービスの提供
⑸単位数表により介護報酬を算定し，月単位で請求
⑹平成30年度からの制度・報酬改正

Ⅲ　事業者による在宅サービスの提供
⑴基準にそった適切なサービスの実施
⑵サービス提供時に利用者からうけとる利用料
⑶サービス提供の留意点
⑷小規模通所介護の地域密着型サービス等への移行

Ⅳ　介護報酬の算定と請求
⑴単位数表等の基本的なしくみ
⑵各サービスに共通・関連する介護報酬の事項
⑶各サービスの介護報酬
⑷介護報酬の請求と支払い

本書の構成（予定）

介護保険制度の骨格から，認定・ケアプランの作成・サー
ビスの提供・介護報酬の算定まで，その概要をわかりやす
く解説。

最適なケアプランの作成と適切な給付管理について，バラ
ンスよく解説。

サービス実施にかかる基準や利用者からうけ取る利用料な
どの原則，各サービスごとの留意点を解説。

単位数表などについての基本的なしくみやサービスごとの
介護報酬のほか，請求や支払について解説。

介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防・生活支援
サービス事業」を中心に，介護予防ケアマネジメントから
サービスの提供・費用の請求までについて，サービス事業者
が知っておきたい事項を重点的に解説。

Ⅴ　地域支援事業の概要
⑴総合事業の動向と概要
⑵総合事業における介護予防ケアマネジメント
⑶介護予防・生活支援事業によるサービスの提供
⑷介護予防・生活支援事業によるサービスの費用等

在宅サービス
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1　単位数表等の基本的なしくみ

◎介護報酬の根拠となる単位数表は厚生労働省告示で定められており，そのほか，解釈を補う通知
や，別に定めるものなどを規定する関係告示，事務連絡によるＱ＆Ａなどがあります。

◎介護報酬の算定に関連する体制などについては，都道府県・市町村に対して事前に届出を行いま
す。また，要件を満たさなくなった場合も，すみやかに届出を行います。

　介護保険のサービスにかかる費用は，介護保険法において，次のよ
うな事項を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定する，とさ
れています。

訪問通所サービス
居宅療養管理指導

サービスの種類ごとに，サービスの内容・事業所の地
域等にもとづく平均的な費用により※1

その他の在宅サービ
ス（短期入所等）

サービスの種類ごとに，要介護（支援）状態区分・事
業所の地域等にもとづく平均的な費用により※1

居宅介護支援
介護予防支援 事業所の地域等にもとづく平均的な費用により

　この規定により，厚生労働省告示で定められている基準が，「介護
給付費単位数表」です。
　「単位数表」では，指定基準（省令）同様，解釈を補う通知（留意
事項通知）が厚生労働省から発出されています※2。

※2 「単位数表」は基本的に
居宅サービス（居宅介護
支援含む）・地域密着型
サービスなどごとに告示
されていますが，この留
意事項通知では，訪問通
所サービスなどと，施設・
居住系サービス（短期入
所サービスなど）とで分
けられて発出されている
などの違いがあるため，
注意が必要です（下表参
照）。

※1 食費等日常生活費（P49
～参照）は除きます。

1 単位数表等の基本的なしくみ

１　厚生労働省告示による「単位数表」が介護報酬のおおもとを規定

◆単位数表と留意事項通知（告示・通知）

対象サービス 単位数表（告示） 単位数表（留意事項通知）
居宅サービス：訪問
系・通所系サービス

●指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（訪問通所サービス，居宅療養管理指
導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅
介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
の制定に伴う実施上の留意事項について

居宅介護支援 ●指定居宅介護支援に要する費用の
額の算定に関する基準

居宅サービス：短
期入所サービス（お
よび特定施設入居
者生活介護）

●指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（短期入所サービス及び特定施設入居
者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス
等に要する費用の額の算定に関する基準の制定
に伴う実施上の留意事項について

介護予防サービス ●指定介護予防サービスに要する費
用の額の算定に関する基準 ○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて介護予防支援 ●指定介護予防支援に要する費用の

額の算定に関する基準
地域密着型サービ
ス

●指定地域密着型サービスに要する
費用の額の算定に関する基準

○指定地域密着型サービスに要する費用の額の算
定に関する基準及び指定地域密着型介護予防
サービスに要する費用の額の算定に関する基準
の制定に伴う実施上の留意事項について

地域密着型介護予
防サービス

●指定地域密着型介護予防サービスに
要する費用の額の算定に関する基準

※このほか，介護保険施設（介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設）においても，それぞれ告示が定められていま
す（通知は短期入所サービスなどと同一）。

　単位数表は基本的に，各サービスごとにイ・ロ・ハ……のように規
定される基本部分と，基本部分に付随して注１・注２・注３……のよ
うに規定される注部分によって構成されています。
　これを，訪問介護の例で見ていくと，基本部分では「イ　身体介護
中心である場合」「ロ　生活援助が中心である場合」「ハ　通院等のた
めの乗車又は降車の介助が中心である場合」のように区分けされてお
り，それぞれ細目ごとに単位数が設定されています。
　これに対して「注」では，たとえば注１では「現に要した時間では
なく，訪問介護計画に位置づけられた訪問介護の時間で単位数を算定
する」と規定されているなど，基本部分への注記が行われています※1。
　一方通知では，「（一定の場合を除き）前回提供した訪問介護からお
おむね２時間未満の間隔で行われた場合には，所要時間を合算する」
など細かい規定がされています※2。

※1 このほか，注では加算・
減算などの規定も設定さ
れています。

２　「単位数表」の基本的な構成

※2 このほか，単位数表では
基本部分でも「ニ　初回
加算」などが設定されて
おり，基本的にこれらに
も独自の注や通知の規定
が付されています。なお，
これら単位数表の規定の
うち，基本単位や加算減
算など，単位数に係る部
分を視覚的に図式化した
ものが算定構造であり，
本書でもいくつか掲載し
ています（P110～等）。

◆単位数表の構成例（告示・通知：訪問介護より一部例示・略記）

単位数表
留意事項通知

基本部分 注
イ　身体介護が中心である場合

⑴　所要時間20分未満の場合
 165単位

⑵　所要時間20分以上30分未
満の場合  245単位

⑶　所要時間30分以上１時間
未満の場合 388単位

⑷　所要時間１時間以上の場
合 564単位に所要時間１時
間から計算して所要時間30
分を増すごとに80単位を加
算した単位数

注１　現に要した時間ではなく，訪
問介護計画に位置づけられた訪問
介護の時間で単位数を算定する。

注２　イは身体介護が中心である訪
問介護を行った場合に算定し，所
要時間が20分未満の場合は，イ⑴

（所要時間が20分未満の場合）の
所定単位数を算定する。

…

注８　イ・ロについて，別に厚生労
働大臣が定める要件を満たす場合
で，同時に２人の訪問介護員等が
１人の利用者に対して行った場合
は，所定単位数の100分の200を
算定する。

…

⑵訪問介護の内容が単なる本人の安
否確認や健康チェックであり，そ
れに伴い若干の身体介護または生
活援助を行う場合には算定できな
い。

⑷③（20分未満の身体介護中心型で
頻回の訪問を行うことができる場
合などを除き）前回提供した訪問
介護からおおむね２時間未満の間
隔で行われた場合には，所要時間
を合算する。

⑿単に安全確保のために深夜の時間
帯に２人の訪問介護員等による
サービス提供を行った場合は，利
用者側の希望により同意を得て
行った場合を除き，所定単位数の
100分の200に相当する単位数は
算定されない。

…

ロ　生活援助が中心である場合
⑴　所要時間20分以上45分未

満の場合 183単位
⑵　所要時間45分以上の場合 

 225単位
ハ　通院等のための乗車又は降
車の介助が中心である場合
 97単位

ニ　初回加算 200単位

注　新規に訪問介護計画を作成した
利用者に，サービス提供責任者が
初回もしくは初回に行った日の属
する月に訪問介護を行った場合な
どに１月につき加算する。

⒆①本加算は，利用者が過去２月間
（暦月）に，当該指定訪問介護事
業所から指定訪問介護の提供を受
けていない場合に算定されるもの
である。

※上記は例示のため，単位数表・通知の内容のうちごく一部を取り上げ略記したものです。また，通知の順番は，例示した単位数表の流
れにそって並べています。
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5　単位数表により介護報酬を算定し，月単位で請求

◎「介護報酬」とは，保険給付の対象となるサービスに対する対価のことです。
◎「介護報酬」はサービスごとに価格が公定されていますが，同じサービスでも提供したサービス
の内容・事業所の体制などによって，加算や減算が行われるなどのルールも定められています。

◎介護報酬の額から利用者の自己負担分を除いた保険給付の分は，サービス事業者が毎月国保連合
会に請求し，保険者（市町村）から支払いをうけます。

　「介護報酬」とは，「指定事業者が行った保険対象となるサービスに
対する対価」のことです。簡単にいえば，「サービスにかかった費用」，
「サービス料金」です。
　介護報酬は，国が定めた「介護給付費単位数表」によりサービスご
とに「単位数」で表示されています※1。つまり，介護報酬には公定
価格による料金表があるということです。
　サービスごとの単位数に，地域別・サービス別の１単位の単価（10
円～11.40円→P100参照）をかけると，そのサービスの介護報酬の額
が決定します。

× ＝
サービスごとに定めら
れた単位数表により算
定した単位数

１単位の単価
（10 円～11.40 円）

介護報酬の額※2
（端数切り捨て）

●支給限度基準額も単位数で規定
　利用者が１か月にうけられるサービス量（支給限度基準額→P10，
P99参照）も，要介護度・要支援度ごとに単位数で定められています。
たとえば要介護１の利用者は，１か月につき16,692単位分のサービス
まで，給付をうけられることになっています。

５ 単位数表により介護報酬を算定し，月単位で請求

１　単位数×１単位の単価で介護報酬を算定

※2 このほか，単位数表とは
別に定められた，介護老
人保健施設などにおける
一部の医療サービス（特
別療養費など→P100参
照）などがあり，この場
合は１単位の単価は一律
10円となっています。
また，短期入所サービス
には，低所得者の食費
などにかかる補足給付

（P51参照）があります。

※1 たとえば，「訪問介護で
30分以上１時間未満の
身体介護を行った場合
は，388単位」といった
具合です。

　事業者や介護保険施設に支払った自己負担の世
帯での合計額（月額）が一定の上限額を超えたと
きは，超えた分が市町村から払い戻されます（高
額介護（予防）サービス費）。なお，短期入所サー
ビスでの食費・滞在費（P49参照）や，保険給付
対象外のサービスの利用料（支給限度基準額超過
の場合の全額負担分など）は対象とはなりません。

　また，年間（８月～翌年７月）の介護保険と医
療保険の負担額の合計額が著しく高額になった場
合，払い戻しがうけられます。
　いずれも利用者が市町村（保険者）に申請する
ことによってうけられる給付です。なお，負担の
上限額等は，所得区分に応じて異なります。

■高額サービス費・高額医療合算サービス費

　介護報酬の公定価格表である単位数表にはさまざまなルールがあ
り，実際に行ったサービスの内容や，サービスを行う事業者の体制な
どにより，単位数の増減（加算・減算）が行われます※1。
●加算の例（夜間・早朝の訪問介護）
　たとえば，訪問介護における30分以上１時間未満の身体介護を実施
した場合の単位数は388単位ですが，サービスの提供が夜間や早朝で
あった場合は，その100分の25がもとの単位数に加算されます。
　この場合，加算される単位数は，
　388（単位）×0.25（100分の25）＝97（単位）
となり，基本となる388単位とあわせて，合計は，
　388（単位）＋97（単位）＝485（単位）　となります。
●減算の例（事業所と同一の建物に居住する利用者）
　たとえば，訪問介護サービス事業所がある建物と同じ建物に住んで
いる利用者に対してサービスを提供していた場合などは，その利用者
については100分の90の単位数を算定することとされています。
　388（単位）×0.9（100分の90）＝349.2→349（単位）※2

●単位数表を読み解く
　上記のような，行ったサービスの内容による加算や減算のほかにも，
事業所の体制による加算・減算があったり，また算定の基礎となる単
位数についても，１回ごと・１日ごと・１月ごとに規定の単位数を算
定する，などサービスや項目によってまちまちです※3。
　単位数表についてきちんと学んでいくことが，介護報酬の理解につ
ながるといえるでしょう。

２　単位数表におけるさまざまなルール

※1 職員配置など体制にかか
る加算については，事前
に基準を満たしているこ
とを，都道府県または市
町村に届け出る必要があ
ります。

　単位数表だけでもルールの複雑な介護報酬です
が，この算定方法や単位数などの規定は，介護を
めぐる内外の状況をふまえて見直しが行われます。
　これは，介護報酬の改定と呼ばれており，従来
だと介護保険制度における計画期間（P３参照）
にあわせて，３年に１回のペースで行われていま
す（このほか，必要に応じて適時修正・改定が行
われることもあり，2014（平成26）年度には消
費税率の引き上げに伴う改定が行われました）。
　直近では，2015（平成27）年度に，①中重度

の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強
化，②介護人材確保対策の推進，③サービス評価
の適正化と効率的なサービス提供体制の構築，を
基本的な視点とした改定が実施され，多くの単位
数・算定ルールの変更，加算や減算の廃止・新設
などが行われています（P18参照）。
　改定が行われた際，しっかりとその内容を把握
し業務で対応していくためにも，介護報酬にかか
る基本的な事項を理解しておくことが重要です。

■３年に一度の介護報酬の改定

※2 加算や減算の計算を行う
たびに，小数点以下を四
捨五入する取扱いになっ
ており，これを「端数処
理」といいます。なお，
実際の請求は，端数処理
を終えたサービスコード
表（報酬の一覧）をもと
に行われます（P35参照）。

※3 支給限度基準額として含
まない加算があるなど，
単位数表だけではなく，
幅広く規定が存在してい
ます。

難解な介護報酬等のしくみを
読み解く，わかりやすい本文

幅広い知識を補うための，
関連するコラムも充実

かみくだかれた本文の理解を
さらに深めるていねいな傍注

内容をビジュアルに一覧
できる豊富な図表も掲載


